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眼球のあっせんに関する技術指針の一部改正について（通知） 
 
 
 眼球のあっせんに係る技術的事項については、平成１２年１月７日付け健医発第２６号

厚生省保健医療局長通知の別添「眼球のあっせんに関する技術指針」（以下「技術指針」と

いう。）を定めているところです。 
今般、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会の審議結果を踏まえ、別紙の新旧対

照表のとおり改正することとしました。 
 本改正は、平成２４年４月１日から施行することとしましたので、貴職におかれては、

貴管内市町村、関係機関及び関係団体等に対する周知について御配慮をお願いします。 
 参考として、改正後の技術指針全文を添付します。 
 
 


